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複数案の比較検討

平成２０年１０月２４日
内閣府 沖縄総合事務局

資料６第２回 那覇空港技術検討委員会
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※第１回委員会の意見等を踏まえた修正箇所のまとめ

第１回委員会の意見等を踏まえた滑走路増設案の修正に伴い、評価について改め
て検討を行なった。

（参考）第１回委員会の資料において、「検討中」となっていた項目は以下のと
おり。
・予約環境
・概算事業費
・ 費用便益分析
・ 経済波及効果
・ 総合評価
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比較結果

評価視点 評価の内容 評価 備考

純現在価値

費用便益比

経済的内部収益比 １４．９％

５,７００億円

４．５

１２．７％

約１,２００億円

約２,２００ｍ

約８８０億

６,０００億円

４．９

１４．０％

約１,９００億円

４,９００億円

５．９

2本の滑走路が共に精密進入用で配置されることにより、1本の滑走路が閉鎖された場
合でも運用が可能

　　約７４０億円（損失額　約１４０億円）

2本の滑走路の内1本の滑走路が非精密進
入用となるため、気象条件が悪い場合等に
は着陸できなくなる可能性がある

新たな航空ニーズ等将来への対応策とし
て、現滑走路と増設滑走路との間に展開可
能な空間が十分確保できる。滑走路間への
ターミナル地域の配置が可能となれば、利
便性及び空港能力の向上が図られる。

新たな航空ニーズ等将来への対応策とし
て、現滑走路と増設滑走路との間に展開可
能な空間が確保できる。滑走路間へのター
ミナル地域の配置が可能となれば、利便性
及び空港能力の向上が図られる。

新たな航空ニーズ等への対応策として、増
設滑走路の沖側に展開用地を確保すること
は可能。しかし、利便性及び空港能力は、
滑走路増設後とほぼ同じ。

・日発着回数：415回/日

・2030年度時点の需要に
　対応できない可能性がある

約１,５００ｍ

６８％
（ほとんどの便で比較的容易に予約ができる。）

　８７％
（全便で予約を取ることが困難。）

約９年

・ピーク時の最大発着可能回数：42回/時

・日発着回数：509回/日

・2030年度時点の需要に対応可能

将来需要への
対応

地上走行距離

概算工期

旅客利便性

航空事業者
利便性

長期展望
長期的な拡張（新たな需要対応、
利便性向上等）への柔軟性

リダンダンシー
１本の滑走路が利用できない場
合、残りの滑走路が運用可能か

安全

社会経済効
率性

費用便益分析

約３,０００ｍ

評価項目

概算事業費

予約環境※3

将来予測については、不確実性を伴うことか
ら、計画値以外の2ケースについても参考に
示している。

2030年時点の需要に対し、1310ｍ案及び930
ｍ案は対応可能。一方、210ｍ案は対応でき
ない可能性がある。また、1310ｍ案及び930
ｍ案は、210ｍ案に比べ、1時間あたりの最大
発着回数が多いことから、ニーズの高い時間
帯にもより柔軟に対応可能であると考えられ
る。

経済波及効果

210m案

・ピーク時の最大発着可能回数：36回/時

約２，１００億円

1310m案 930m案

※1/　930m案が1310m案より概算工期が長
いのは、埋立土量が1310m案を上回るため。
※2/　210m案が他案より概算工期が長いの
は、西側施設移転整備に期間を要するため。

1310ｍ案及び930ｍ案は、損失額は発生しな
いが、210ｍ案は、需要に対応できないことに
より、損失額が発生する。

増設滑走路に着陸してから、ス
ポットインまでの地上を走行する
距離

増設滑走路・連絡誘導路とその
用地に加え、移転補償費、照明
設備や付帯施設に係る整備費

2030年時の入込み客増加に伴う
県経済への経済効果

※4/　経済効果の試算にあたっては、日発着
回数は上限値を用い、搭乗率は現在の夏季
ﾋﾟｰｸ月の実績値(85%)を上限値として算出。
なお、平成19年の沖縄の観光収入は4,289億
円。（観光収入は直接効果のみ）

1310ｍ案が最も短く、施設の移転等に期間を
要する210ｍ案が最も長い。

準備工を開始とし、護岸工事、埋
立工事、舗装等工事を経て完成
に至る期間。（環境ｱｾｽﾒﾝﾄ等に
要する期間は含まない） 約７年 約８年

※3/　座席利用率算定に用いる提供座席数
は、旅客数に関係なく、最大日発着回数まで
航空機を運航させたと仮定した場合のもので
ある。

⑤
長
期
展
望

2030年時夏季ピーク月の座席利
用率と予約の取りにくさの目安

2030年の需要への対応可能性
※一般的な空港計画では、完成
後5～10年程度までの需要予測
に基づき、規模を決定。

①
需
給
逼
迫

空港能力

②
利
便
性

④
地
域
振
興
・
安
全

地域振興

③
事
業
効
率
性

1310ｍ案及び930ｍ案は、1本が閉鎖された
場合でも運用は可能であるが、210ｍ案は、
気象条件の悪い場合は着陸できない可能性
がある。

1310ｍ案及び930ｍ案は、滑走路間へのター
ミナル地域の配置が可能なため、利便性及び
空港能力の向上を図ることが可能となるが、
210ｍ案は増設滑走路の沖側への配置となる
ことから、利便性及び空港能力は滑走路増設
後と同じ。

1310ｍ案及び930ｍ案はほとんどの便で比較
的容易に予約できるが、210ｍ案は、予約が
取り難くなる。

滑走路間隔が最も小さい210ｍ案が最も短く、
滑走路間隔が最も大きい1310ｍ案が最も長
い。

210m案が最も安く、水深の深い部分に配置さ
れる930ｍが最も高い。

各案とも、純現在価値がプラスで、費用便益
比が１、経済的内部収益率が4.0％を超えて
おり、全ての評価項目において、社会経済効
率性は高い結果となっている。

年平均日発着回数 夏季ﾋﾟｰｸ月の日発着回数（参考）

※1 ※2
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1310m案・930m案 ： 509回/日

210m案 ： 415回/日

施策なし ：　370～380 回/日

ケース１

計画値

ケース3

実績

464

440
424

404

436
420

402

450
438

422

414
402

334332 332

362

300

350

400

450

500

550

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
年度

発着回数（回/日）

1310m案・930m案 ： 509回/日

210m案 ： 415回/日

施策なし ：　370～380 回/日
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比較結果

評価視点 評価の内容 評価

埋立面積 約150ha 約140ha 約50ha
210ｍ案は、1310ｍ案及び930ｍ案のほぼ1/3と環境への直接的
影響は、最も小さい。

沖側に配置することにより、サンゴ礁生態系や礁池生態系へ
の直接的影響は大きく、潮流・波浪等の変化も広くみられる
が、規模の小さい砂質干潟生態系への直接的影響は１％程
度とかなり小さい。
また、サンゴ礁生態系への影響については、サンゴ着生促進
等他事例で実績のある方策を導入することにより、影響低減
の可能性があると考えられる。
また、増設滑走路の内側の海域については、波浪が遮蔽され
ることにより、静穏な海域となるが、瀬長島と増設滑走路との
間が約480ｍと広く開いており、連絡誘導路下に通水性を確保
することで海水交換が促され、底質環境の変化は残存する滑
走路内側の海域全体にはおよばないと考えられる。
また、静穏化する海域に残存する藻場については、生育環境
が安定することが考えられるため、生育状況等に応じた適正
な維持管理を行っていくことにより、さらに広がっていく可能性
があると考えられる。以上から、那覇空港の生態系のバランス
については、他案に比べある程度維持していくことが可能と考
えられる。

潮流等の環境変化やサンゴ、藻場への影響については、
1310ｍ案に比べ小さいが、岸寄りに配置することで、規模の
小さい砂質干潟生態系への直接的影響が生じる。砂質干潟
生態系の保全対策として干潟の造成が考えられるが、大規
模な類似した環境の造成場所の確保や環境条件の再現は
難しいと考えられる。
また、増設滑走路内側の海域については、瀬長島と増設滑
走路との間が一定程度開いていることにより西側からの波の
進入が期待できるが、卓越する北北西の波は遮られるため、
静穏な海域になるものと考えられる。当該海域については、
1310ｍ案とは異なり通水性の確保は困難であり、大嶺崎周
辺の泥・砂等の堆積傾向が緩和できないことから、底質環境
変化に伴う大嶺崎南側の砂質干潟生態系への影響が懸念さ
れる。

埋立面積や潮流の変化等が最も小さく、底質の環境変化も他
案に比べ小さい。また、生物の生息場であるサンゴや藻場、
干潟への影響も他案に比べ小さい。
しかし、現空港に沿って増設滑走路が配置されることにより、
規模の小さい砂質生態系への直接的影響は最も大きく、砂質
干潟生態系の2割強消失することになる。そのため、生態系
のバランスへの影響が懸念される。
なお、消失する砂質干潟生態系の保全対策として干潟の造
成が考えられるが、大規模な類似した環境の造成場所の確
保や環境条件の再現は難しいと考えられる。

底質環境の変化は、210ｍ案が最も小さい。また、1310ｍ案及び
930ｍ案は、配置案内側の閉鎖性海域の底質の環境変化が懸
念されるが、特に、930ｍ案は通水性が確保困難なことから、
1310ｍ案に比べ、大嶺崎付近の流速低下域の砂・泥分の堆積
傾向が懸念される。

潮流の変化域が約150haと他案に比べ最も小さく、配置案の
沖側に出現する。

配置案による現空港との間の海域では、長期的にみた場合、
①瀬長島と配置案の間の海域で流速増加に伴う砂質化
②閉鎖性海域の大嶺崎付近での流速低下域や瀬長島北側
の範囲で砂・泥分の堆積傾向が懸念される。

生態系

基盤環境であるサンゴや藻場の消失面積は、より沖側に配置さ
れる1310ｍ案が最も多く、干潟の消失面積も930ｍ案に次いで
多い。210ｍ案は、全ての場において消失面積は最も小さい。

サンゴ礁生態系への影響は、より沖側に配置される1310案が最
も大きく、礁池生態系への影響は、1310ｍ案及び930ｍ案が最も
大きい。また、砂質干潟生態系への影響は、210ｍ案が最も大き
く、次いで930ｍ案となっている。
特に、210ｍ案は、規模の小さい砂質干潟生態系の消失面積が
同系の2割強となっていることから、生態系バランスへの影響が
懸念される。

潮流の変化域は、より沖合いに配置される1310ｍ案が最も大き
く、210ｍ案が最も小さい

波浪は、1310ｍ案及び930ｍ案の場合は、配置案により遮られる
ことにより閉鎖性水域内で静穏化するが、210ｍ案は他案に比べ
配置案周辺での変化は小さい。波浪により生じる流れは、1310
ｍ案で変化域が大きく、210ｍ案で小さくなる。

各案ともに現状との大きな差はみられない。

評価項目

波浪

底質

水質

潮流

潮流の変化域は、約600haと最も大きく、配置案の沖側及び内
側、南側に出現する。

水環境

生物
の生
息場
消失
面積

生物の生
息場

1310m案

滑走路増設の埋立に伴
う底質の変化を検討。

配置案に囲まれる海域では、西側からの波の進入は期待で
きるが、卓越する冬季の北北西の波浪は遮られる。
一方、波浪により生じる流れは、閉鎖性海域内において流速
の低下域、配置案の沖側の北寄りで流速の増加域が生じ
る。

配置案周辺における波浪の変化は小さい。
また、波浪により生じる流れは、他案に比べ小さい。

930m案 210m案

滑走路増設の波浪に伴
う波浪の変化を検討。

配置案に囲まれる海域では、卓越する冬季の北北西、また、
夏季の西南西の波浪が遮られる。一方、波浪により生じる流
れは、閉鎖性海域内において流速の低下域、配置案の沖側
で流速の増加域が生じる。

潮流の変化域は約300haと1310ｍ案のおよそ半分で、1310
案と同様、配置案の沖側及び内側に変化域は出現するが、
南側では生じていない。

配置案（滑走路と移設用地）の南側では、長期的にみた場
合、砂・泥等の堆積傾向が懸念されるが、他案に比べ、底質
環境の変化は小さい。

瀬長島から大嶺崎にかけての範囲で陸域からの流入負荷がないことから、水質（ＣＯＤ）については、現状（1.5mg/L程度）との大きな差はみられない。

配置案による現空港との間の海域では、長期的にみた場合、
①瀬長島と配置案の間の海域で流速増加に伴う砂質化
②閉鎖性海域の大嶺崎付近での流速低下域や瀬長島北側の
範囲で砂・泥分の堆積傾向が懸念される。
しかし、瀬長島と増設滑走路との間が約480ｍと広く開いてお
り、また、通水性を確保することにより、大嶺崎周辺の海域に
おいては海水交換が促されることから、底質環境の変化域は
小さくなると考えられる。

水環境を含めた生物への影響について

⑥自然環
境・社会

環境

サンゴ、藻場［被度10～
30/10％未満］、干潟の
消失面積について検
討。

サンゴ礁、礁地、砂質干
潟,泥質干潟の消失面
積について検討。

滑走路増設の埋立に伴
う潮流の変化を検討。

滑走路増設の埋立に伴
う水質の変化を検討。

生態
系消
失面
積

被度10～30%　40ha 被度10未満　　50ha

サンゴ、藻場、干潟分布状況と配置案の位置

生態系の類型区分と配置案の位置

サンゴ礁生態系

礁池生態系

砂質干潟生態系

泥質干潟生態系

　　　 1310ｍ案
 　　　 930ｍ案
 　　　 210ｍ案

サンゴ分布域（被度10%未満）

サンゴ分布域（被度10%～30%未満）

サンゴ分布域（被度30%～50%未満）

藻場分布域（被度10%未満）

藻場分布域（被度10%～30%未満）

干潟分布域

　　　 1310ｍ案
 　　　 930ｍ案
 　　　 210ｍ案

※各案、泥質干潟生態系への直接影響は無し

●干潟／全分布面積約410ha

1310m案

210m案

0 100 200 300 400 410
(ha)

35555

36535

930m案 34565

●砂質干潟／全分布面積約90ha

1310m案

210m案

0 20 40 60 80 90
(ha)

891

7020

930m案 8010

560
(ha)

●サンゴ／全分布面積約560ha

1310m案

210m案

0 200100 300 400 500

51050

55010

930m案 54020

●サンゴ礁／全分布面積約

1310m案

210m案

0 200100 300 400 500 680
(ha)

63545

67010

600

930m案 65525

●礁池／全分布面積約

1310m案

210m案

0 200100 300 400 500 530
(ha)

425105

50525

930m案 425105

［波浪］
波浪の遮蔽

［底質環境］
　砂質化の傾向

砂・泥分の堆積傾向

［潮流］
　流速の低下

流速の増加

サンゴの消失
　 20ha（4％）

藻場の消失
　被度10～30％
　　2ha（5％）
　被度10％未満
　　2ha（4％）

干潟の消失
　65ha（16％）

［底質環境］
　砂・泥分の堆積傾向

サンゴの消失
　10ha（2％）

藻場の消失
　被度10～
30％
　　1ha（3％）
　被度10％未

干潟の消失
　35ha（9％）

［潮流］
　流速の低下

［波浪］
　波浪の遮蔽
　波浪による流
れ

［底質環境］
　砂質化の傾向
　砂・泥分の堆積傾

［潮流］
　流速の低下
　流速の増加

サンゴの消失
　50ha（9％）

藻場の消失
　被度10～30％
　　10ha（25％）
　被度10％未満

　10ha（20％）

干潟の消失
　55ha（13％）

ボックスカルバー
トの設置（通水性
の確保：大嶺崎
周辺の海水交

●藻場／全分布面積約90ha

1310m案

210m案

0 20 40 60 80 90
(ha)

70

86

1010

1

930m案 8622

3
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比較結果

評価視点 評価の内容 評価

評価ランクⅠの消失面積は、1310m案が最も大き
く、210m案が最も小さい

　

約1,000万m3 約1,300万m3 約200万m3

埋立材の確
保

大規模な埋立工事のた
め、埋立材確保の難易度
（必要土量）を検討。

滑走路の一部が水深の深いところに配置される
930ｍ案が最も多く、埋立面積が小さい210ｍ案が
最も少ない。

社会的環境

約30ha

拝所４箇所及び大嶺部落跡改変有り

瀬長グスク跡（ピット群等）に一部改変あり

空港用地となり利用不可

景観

航空機騒音

930m案1310m案

制限なし

沖側に滑走路を増設することから、発着回数の増加に伴う顕著な影響はみられない。

210m案

頂上付近で一部利用が制限

大嶺崎から沖側に滑走路が増設され、水平線向きの眺望景観が変化する。

拝所１箇所及び大嶺部落跡改変有り

 増設滑走路は眺望できるが、干潟域の眺望はある程度確保され、現況
からの眺望景観の変化の程度は比較的小さい。

約45ha 約40ha

評価項目

自然環境の
評価ランク

現状と変わらないが空港用地内で制限あり 空港用地となり一部利用不可

改変なし

改変なし

増設滑走路を配置した際
の景観への影響を検討。

瀬長島への影響

大嶺崎周辺区域への影響⑥自然環
境・社会環

境

瀬長島の利用可能性
人と自然との
触れ合い活
動

歴史的・文化
的環境

航空機による騒音影響

沖縄県が定めた「自然環
境の保全に関する指針」
の評価ランク１にかかる面
積

大嶺崎周辺区域の利用可
能性

930ｍ案は、1310ｍ案と同様、空港能力が大きく、将来
需要には十分対応可能である。また、1本の滑走路が閉
鎖された場合でも運用が可能であり、長期的な拡張にも
対応可能である。
一方、滑走路の一部が水深の深いところに配置されるこ
とから概算事業費は最も高価で、埋立土量が最も多い。

環境への影響については、埋立面積は1310ｍ案とほぼ
同程度であるが、サンゴや藻場への直接的影響及び潮
流等の変化は比較的小さく、また、瀬長島への影響も生
じない。
一方、岸寄りに配置することで、大嶺崎の改変及び規模
の小さい砂質干潟生態系への直接的影響が生じ、ま
た、配置案内側の海域に残存する大嶺崎南側の砂質干
潟生態系についても影響が懸念される。
さらに、砂質干潟生態系については、保全対策として造
成が考えられるが、大規模な類似した環境の造成場所
の確保や環境条件の再現は難しいと考えられる。

210ｍ案は、概算事業費は最も安価で、かつ地上走行距
離は最も短い。
一方、空港能力が小さいため、将来需要には対応できな
い可能性があり、経済損失や予約環境の悪化が懸念さ
れる。
また、1本の滑走路が閉鎖された場合、気象条件が悪い
場合等については着陸できなくなる可能性がある。

環境への影響については、埋立面積が他案の1/3程度
と最も小さく、また、潮流等の変化や、生物の生息場で
あるサンゴ、藻場、干潟への直接的影響も最も小さい。
一方、最も岸よりに配置することにより、瀬長島や大嶺
崎の改変が生じるとともに、規模の小さい砂質干潟生態
系への直接的影響が他案に比べ比較的大きく、生態系
のバランスの変化が懸念される。
また、消失する砂質干潟生態系については、保全対策と
して干潟の造成が考えられるが、大規模な類似した環境
の造成場所の確保や環境条件の再現は難しいと考えら
れる。

総合評価

1310ｍ案は、空港能力が大きく将来需要に十分対応で
き、かつ概算工期が最も短い。また、1本の滑走路が閉
鎖された場合でも運用が可能である。なお、長期的な拡
張にも柔軟に対応可能である。
一方、滑走路間隔が大きいことから、地上走行距離は最
も長い。

環境への影響については、埋立面積が最も大きく、沖合
いのサンゴ礁生態系への直接的影響及び潮流等の変
化が大きい。
しかし、サンゴ礁生態系への影響については、サンゴ着
生促進等他事例で実績のある方策を導入することによ
り、影響低減の可能性があると考えられる。
規模の小さい砂質干潟生態系への直接的影響について
は最も小さく、閉鎖性海域についても、通水性の確保に
より、海水交換が促され底質環境の変化は小さく抑える
ことが可能と考えられる。また、大嶺崎や瀬長島への改
変も生じない。

210ｍ案は、瀬長島のグスク跡及び大嶺崎の全拝
所及び大嶺部落跡に影響あり。930ｍ案は、大嶺
崎の拝所及び大嶺部落跡の一部に影響あり。
1310ｍ案は、拝所等への直接的影響は無い。

各案ともに顕著な影響は見られない。

210ｍ案は、瀬長島及び大嶺崎に影響があり、930
ｍ案については、大嶺崎の一部に影響あり。1310
ｍ案については、利用面への直接的影響は無い。

眺望景観の変化の程度は、210ｍ案が比較的小さ
い

　　　　　    210ｍ案

   ● 　　　 拝所等　　　　　　　　　　　遺跡

210ｍ案
で切削

　　　　　　  930ｍ案

   ● 　　　 拝所等　　　　　　　　　　　遺跡

評価ランクⅢ 評価ランクⅠ
評価ランクⅢ

評価ランクⅠ 評価ランクⅢ 評価ランクⅠ

　　　　　　1310ｍ案

   ● 　　　 拝所等　　　　　　　　　　　遺跡
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参考）需要予測ケース１~３での比較評価

需要予測ケース１~３における予約環境、費用便益分析、経済波及効果結果は以下のとおり

評価視点 評価の内容 備考

ケース１ 計画値 ケース３ ケース１ 計画値 ケース３ ケース１ 計画値 ケース３

純現在価値 ７,４００億円 ６,０００億円 ３,５００億円 ７,１００億円 ５,７００億円 ３,３００億円 ５,９００億円 ４,９００億円 ３,８００億円

費用便益比 ５．８ ４．９ ３．３ ５．３ ４．５ ３．０ ６．９ ５．９ ４．８

経済的内部収益比 １５．４％ １４．０％ １０．６％ １４．０％ １２．７％ ９．７％ １６．１％ １４．９％ １３．０％

②
利
便
性

③
事
業
効
率
性

④
地
域
振
興
・
安

全

　　　ケース１　　６９％（ほとんどの便で比較的容易に予約ができる。）
　　　計画値 　　６８％（　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　 ）
　　　ケース３　　６２％（　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケース１　約１,１００億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画値　 約   ８８０億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケース３　約   ５４０億円

　　　　ケース１　約８９０億円（損失額　約２１０億円）
　　　　計画値 　約７４０億円（損失額　約１４０億円）
　　　　ケース３　約５４０億円

2030年時の座席利用率を用いて、
予約の取りにくさ

地域振興
2030年時の入込み客増加に伴う県
経済への経済効果

経済波及効果

社会経済効
率性

費用便益分析

210m案1310m案 930m案

評価項目

予約環境旅客利便性

※座席利用率算定に用い
る提供座席数は、旅客数
に関係なく、最大日発着回
数まで航空機を運航させ
たと仮定した場合の総提
供座席数である。

ケース１　 ９０％（全便でほぼ満席。）
計画値　  ８７％（全便で予約を取ることが困難。）
ケース３　 ７６％（予約が取れないという利用者の反応が出る）

※経済効果の試算にあ
たっては、日発着回数は
上限値を用い、搭乗率は
現在の夏季ﾋﾟｰｸ月の実績
値(85%)を上限値として算
出。
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